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Ⅶ.資料等 
関連法令（略） 

通知・事務連絡等 

＜厚生労働省＞ 

 ・地域医療介護総合確保基金に関する通知 案内ページ 

  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000060713_00001.html 

・令和 3年 9月 28 日付 医政地発 0928第 1号 厚生労働省医政局地域医療計画課長通知 

地域医療介護総合確保基金(医療分)に係る標準事業例の取扱いについて 

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000836807.pdf 

・第 8次医療計画 案内ページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ken-

kou_iryou/iryou/iryou_keikaku/ 

 ・令和 5年 3月 31日付 医政発 0331第 16号 厚生労働省医政局長通知 

  医療計画について 

  https://www.mhlw.go.jp/content/001108169.pdf 

 ・令和 5年 3月 31日付 医政発 0331第 14号 厚生労働省医政局地域医療計画課長通知 

  疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について 

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001271820.pdf 

 ・薬剤師確保対策（薬剤師確保対策、薬剤師確保の支援体制構築推進事業、これまでの

調査事業、地域医療介護総合確保基金の活用、関連ページ）医薬局 

  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/yakuzaishikakuho.html 

 ・病院薬剤師の確保について（これまでの病院薬剤師に係る事業、地域医療介護総合確

保基金の活用、関連ページ）医政局 

  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137802_00002.html 

 

＜総務省＞ 

・令和 4年 4月 1日付 総財準第 74号 総務省自治財政局凖公営企業室長通知 

公立病院経営強化の推進に係る財政措置等の取扱いについて 

https://www.soumu.go.jp/main_content/001005646.pdf 

・令和 4年 3月  

持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000803338.pdf 

・令和 4年 7月 8日 

公立病院経営強化ガイドライン等 Q&A（第１版） 

 https://www.soumu.go.jp/main_content/000825167.pdf 

 

【参考】 

・石川県薬剤師修学資金偏在支援事業：

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/yakuji/ykj/hpp.html 

・山口県地域医療を担う若手薬剤師確保・育成事業奨学金返還補助制度： 

  https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/48/206001.html 

・山形県病院薬剤師奨学金返還支援事業 

https://www.pref.yamagata.jp/090001/byoinyakuzaishikakuho.html 

・茨城県病院薬剤師確保対策 

https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yakumu/yakuzaishikakuho.html 

・長野県病院薬剤師確保事業に係る奨学金返還補助 

https://www.pref.nagano.lg.jp/yakuji/kenko/iryo/byoyaku/syogakukin.html 

・大分県薬剤師確保対策事業 

https://www.pref.oita.jp/soshiki/12610/yakuzaishikakuho.html 
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・福井県薬剤師確保奨学金返還資金貸与事業 

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/iei/yakumu/yakuzaishikakuhosyougakukin.html 

・三重県薬剤師奨学金返還支援事業 

https://www.pref.mie.lg.jp/LIFE/HP/m0076100169.htm 

・宮城県薬学生修学資金貸与事業 

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/yakumu/syugakusikin.html 

 

＜先行事例＞ 

１:基金を使用した薬剤師修学資金貸与事業 
○【募集要綱】（参考：山形県） 

（1）応募資格 

貸与を希望される方は、次に掲げる条件のすべてを満たしていることが必要です。 

①アからウまでのいずれかを満たすこと 

ア 大学、大学院（以下「大学等」といいます。）を卒業又は修了し、薬剤師免許を取

得していること 

イ 大学等を卒業又は修了し、令和◯年度に実施される薬剤師国家試験により薬剤師免

許を取得する見込みであること 

ウ 令和◯年度に大学等を卒業又は修了する見込みで、当該年度に実施される薬剤師国

家試験によりに薬剤師免許を取得する見込みであること 

②新たに県内の病院に薬剤師として勤務する意思を有していること 

③大学等在学中に奨学金※の貸与を受けており、返還残額があること 

※ 対象となる奨学金 

・ 独立行政法人日本学生支援機構第一種奨学金又は第二種奨学金 

・ その他の貸与型奨学金のうち、返還免除条件がない又は貸与者が返還免除条件を

満たす見込みがないと認められるものであって、知事が適当と認める奨学金 

④奨学金返還が開始している場合、返還の滞納がないこと 

⑤申込時点において〇〇県内において薬剤師として勤務していないこと 

 

（2）貸与額 

 貸与を受ける年度ごとに、返還する奨学金の額に相当する額（ただし、当該年度にお

いて県内の病院に勤務した月数×〇〇万円を上限とします。） 

（例）令和６年４月から県内病院に勤務し、令和６年度中に奨学金を70万円返還した場

合、返還額70万円が上限額である月５万円×勤務月数12 月＝60万円を上回るため、

貸与額は60万円となります。 

 

（3）貸与期間 

 令和６年４月から、大学等在学中に奨学金の貸与を受けていた期間に相当する期間に

達するまで（ただし、最大６年間とします。） 

（例１）大学１〜６年の６年間奨学金の貸与を受けていた方では、最大６年間貸与を受け

ることができます。令和６年４月から勤務した場合、令和12 年３月まで貸与を受ける

ことができます。 

（例２）大学５、６年の２年間奨学金の貸与を受けていた方では、最大２年間貸与を受け

ることができます。 

（例３）大学１〜６年、大学院２年の計８年間奨学金の貸与を受けていた方では、最大６

年間貸与を受けることができます。 

 

（4）募集人数 

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/iei/yakumu/yakuzaishikakuhosyougakukin.html
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 〇〇人（薬剤師不足の状況によって毎年何人にするか、自治体と相談して決定す

る。） 

 

（5）提出書類 

①〇〇県病院薬剤師奨学金返還支援金貸与予定者申請書（別記様式） 

②履歴書（提出日６ヶ月以内に撮影した本人の写真（縦４ｃｍ×横３ｃｍ、上半身・脱

帽・正面向き）を貼付してください。） 

③奨学金貸与証明書又はこれに準じる書類 

④大学等における学業成績を証明する書類 

⑤在学証明書又は卒業証明書（薬剤師免許未取得者のみ） 

⑥薬剤師免許の写し（薬剤師免許取得者のみ） 

⑦作文 

題名：薬剤師として〇〇県内の病院に勤務することを希望する理由と将来目指す薬剤

師像 

字数：４００字以内 

※申請者が指定様式に自筆で記入すること。 

※作文が提出されない場合、他の提出書類が全て揃っていても申請を受理しません。 

（6） 募集期間及び提出先 

①募集期間 

令和◯年◯月◯◯日（◯）から令和◯年◯月◯◯日（◯） 

②提出先 

〒××-×××× ◯◯市◯◯町◯◯◯◯ 

◯◯◯県◯◯◯◯部◯◯◯◯課◯◯◯◯担当 

ＴＥＬ ××××−××××−××××（直通） 

※原則、郵送により提出してください。 

※郵送の場合は、令和◯年◯月◯◯日（◯）の消印まで有効。（やむを得ず、直接持参

する場合は、事前にご連絡ください。募集期間内（土日祝日を除く）の9:00〜16:30 ま

で受付します。） 

※封筒の前面に朱書きで「◯◯県病院薬剤師奨学金返還金貸与予定者申請書在中」と記

載してください。 

※大学等での取りまとめは予定しておりませんので、応募される方は、提出先まで直接

提出して下さい。 

 

（7）選考 

  奨学金の返還額や学業成績、県内の病院に就業する意欲等、提出書類の内容及び面接

等の結果を総合的に勘案し、貸与予定者を決定します。 

 

（8）貸与予定者の決定及び返還支援金の貸与時期 

（7）の選考結果は、貸与予定者として決定されたか否かにかかわらず、令和◯年◯月

末までに申請のあった方全員に通知します。 

貸与予定者として決定された方へ返還支援金貸与者決定申請書等関係書類を送付しま

す。県内の病院への勤務開始後、貸与者決定申請書を提出し、貸与者として正式に決定

を受けなければ、返還支援金の貸与を受けることはできません。 

なお、貸与者決定申請の際は、連帯保証人２名が必要です。うち１名は原則として申

請者の父母、親権者又は後見人とし、もう１名は申請者と家計を別にする方（申請者と

は異なる収入源により生活を営んでいる方）とする必要があります。同一世帯から２名

を連帯保証人とすることはできません。 

また、返還支援金の第１回目の貸与は、令和○年○月に行う予定です。 
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（9）返還 

①返還債務の発生 

貸与期間が終了した場合や以下の事由により貸与を打ち切られた場合、貸与した返

還 支援金及び利息の額を全額返還しなければなりません。 

＜貸与が打ち切りとなる事由＞ 

・貸与者の責に帰する事由により、勤務する県内の病院から免職の処分を受けたとき 

・自己都合により、県内の病院において薬剤師の業務を行うことができないとき 

・奨学金の返還を滞納したとき 

・偽りその他不正の手段により返還支援金の貸与を受けたとき 

・返還支援金の貸与を辞退したとき 

・その他貸与者が返還支援金の貸与の目的を達成する見込みが無くなったと認められる

とき 

②返還債務の額 

貸与金額総額に、貸与期間中に発生する利息（年利10%）を合計した額 

③返還期限 

返還事由が生じてから、６ヶ月間以内 

 

（10）返還の猶予及び免除について 

①返還の猶予 

貸与期間終了後に、次の事由に該当している場合、その間の返還支援金の返還は猶

予されます。 

・返還支援金の貸与期間終了後、引き続き薬剤師として県内の病院その他知事が認め

る施設に勤務しているとき 

（例）県外の医療機関で専門薬剤師資格取得のための研修を受けている場合や公立病

院に勤務した後、人事異動により保健所などに行政薬剤師として勤務している場合 

・災害、疾病その他やむを得ない事由により返還支援金を返還することが困難である

と認めたとき 

（例）職務に起因する心身の故障のため病院に勤務していないとき 

②返還の免除 

貸与者が返還支援金の貸与を受けた期間に２分の３を乗じて得た期間、引き続き県 

内の病院で薬剤師の業務に従事したときは、貸与した返還支援金の返還が免除されま

す。 

 

（11）その他 

  ①貸与予定者の辞退及び決定取り消しについて 

貸与予定者として決定された後に、県内の病院以外への就職が決定した場合等 

（1）の応募資格を満たさないと認められるときは速やかに辞退届を提出してくださ

い。 

また、辞退届の提出がない場合であって、（1）の応募資格を満たさないことが明

らかになったときは、貸与予定者の決定を取り消します。 

②提出書類の返還について 

本要項に基づき県に提出された書類については、原則として返還しません。 

③注意事項 

本事業に関する法令や予算が成立しなかったとき又は成立した内容により、事業

の内容が変更され、又は実施が中止される場合があります。 

 

○【対象者及び対象病院の手続き（参考：山口県） 
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○【研修対象病院の例（参考：山口県） 

 

①高度急性期機能、急性期機能と区分された病床を有する病院 

②医療法第３１条に規定する公的医療機関 

③独立行政法人国立病院機構が開設した病院 

④独立行政法人労働者健康福祉機構が開設した病院 

⑤独立行政法人地域医療機能推進機構が開設した病院 

⑥国立大学法人が開設した病院 

⑦医療法第４条第１項に規定する地域医療支援病院 
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○【貸与までの流れ】（参考：山形県）  

 

○【Ｑ＆Ａ】（参考：山口県） 
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２.基金以外の公的資金を活用するもの 
○【募集要綱】（参考：鳥取県） 
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○【パンフレット等】 

・【参考：鳥取県】  

 

 



 

12 

 

 
 

・【参考：島根県】  
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・【参考：福井県】 
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・【参考：三重県】 

 
・【参考：蒲郡市】 
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・【参考：気仙沼市】
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○【通知等】 
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